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• 平成 30 年 6 月の税務 
 
• 配偶者(特別)控除の変更
点 

いつもお世話になっております。 

 

日中はもう汗ばむ陽気となりました。 

暑い季節に向かいますゆえ、なにとぞご自愛ください。 

 

それでは、今月の【Abeam 通信】をお届けします！ 
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●5 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税
の特別徴収額(前年 12 月～当年 5 月分)の納付 
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●所得税の予定納税額の通知 

 

7/2 

●4 月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税＞ 

●1 月、4 月、7 月、10 月決算法人の 3 月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費
税・地方消費税＞ 

●法人・個人事業者の 1 月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税
＞ 

●10 月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税＞(半期分) 

●消費税の年税額が 400 万円超の 1 月、7 月、10 月決算法人の 3 月ごとの中間
申告＜消費税・地方消費税＞ 

●消費税の年税額が 4,800 万円超の 3 月、4 月決算法人を除く法人・個人事業者
の 1 月ごとの中間申告(2 月決算法人は 2 ヶ月分)＜消費税・地方消費税＞ 

 

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第１期分) 

平成 30 年 6 月の税務 

株式会社 アビームマネジメント 

税理士法人アビームマネジメント 
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◆平成 30 年から改正適用となります 
 今年から、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されました。内容をおおざっぱに言うと「配偶者特
別控除適用上限が 140 万円ではなくなった」ということになります。 
 ただし、納税者本人（配偶者控除を受ける人）の所得金額によって、配偶者控除や配偶者特別控除の
額が増減します。 

 

◆本人の所得によって変動する配偶者控除 
 まずは配偶者控除のみで条件を見てみましょう。 
(1)本人の合計所得が 900 万円以下（給与収入のみで計算すると 1,120 万円以下）の場合→配偶者控除
は 38 万円 
(2)本人の合計所得が 950 万円以下（1,170 万円以下）の場合→配偶者控除は 26 万円 
(3)本人の合計所得が 1,000 万円以下（1,220 万円以下）の場合→配偶者控除は 13 万円 
(4)本人の合計所得が 1,000 万円を超える場合→配偶者控除は適用されません 

※配偶者の所得はいずれも 38 万円以下（給与収入 103 万円以下）であることが条件 

 

◆配偶者特別控除の変動 
 今までは 38 万円超の配偶者の所得によって配偶者特別控除が受けられましたが、今回の改正によっ
て本人の所得により、そのパターンが 3 つに分かれました。また、配偶者特別控除が受けられるのは所
得 123 万円まで（給与収入のみで換算すると 201 万円まで）となる他、配偶者の所得が 85 万円（給与
収入 150 万円）までは配偶者控除と同額の控除額となります。 
・本人の所得 900 万円以下 →配偶者特別控除額：38 万円～3 万円 
・本人の所得 950 万円以下 →配偶者特別控除額：26 万円～2 万円 
・本人の所得 1,000 万円以下 →配偶者特別控除額：13 万円～1 万円 

※本人所得が 1,000 万円を超える場合は、改正前と同じく配偶者特別控除は受けられない 

 

◆「103 万円の壁」は無くなったが…… 
 妻の収入が一定以上あると手取りが逆転したり、税金によって手取り額に差が出てしまう現象を
「壁」とよく言いますが、最大の「壁」というのは「社会保険料負担」が発生することです。 
 この壁は未だに 130 万円（場合により 106 万円）以上で発生します。社会保険料関係の法改正も早
急にして欲しいですね。 

配偶者(特別)控除の変更点 

  

◆◆あとがき◆◆ 

 私の妻はかれこれ 10年くらい前から近所の介護施設で働いている。仕事を始める際、税の控除

と社会保険に影響しない範囲内で、ということで引き受けた。その為 この 10年、妻の給与収入

は変わらず。妻としては まだ働きたい、社会に触れていたいという気持ちもあるようなので、今

回 配偶者（特別）控除の改正が適用されたが、社会保険関係も法改正をお願いしたいところであ

る。 

今回の改正で恩恵を受けるのは、夫の給与収入が 1,220万円以下で妻がある程度給与収入があ

る世帯となっている。但し これには社会保険料の負担が考慮されていないので、妻が夫の扶養を

外れて自ら社会保険に加入すれば、世帯の手取り額は必ずしも増えないというジレンマが依然と

してある。当の妻は「まぁ自分の身体と相談しながらやっていくわ」と言っているのだが。 

＜税務/会計トピックス＞ 


